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士

族

壊

の

用万

l
l
主

と

し

て

明

治

元

年

か

ち

九

年

ま

で

！

l

》

は

じ

め

に

明
治
維
新
で
、
公
家
士
族
糖
扱
が
そ
れ
自
体
の
特
質
を
失
い
、
近
代
的
国

民
へ
と
変
転
す
る
が
、
そ
の
過
程
の
中
で
、
ど
の
様
な
過
程
を
と
り
、
そ
の

後
の
歴
境
に
如
何
に
影
響
す
る
か
と
言
う
こ
と
は
、
近
代
日
本
の
発
足
の
第

一
前
提
で
あ
り
、
そ
の
特
質
を
大
き
く
規
定
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ

る。

過

程

新

子

井

わ

台、

維
新
以
前
の
歴
史
の
中
で
封
建
支
配
者
層
の
中
核
を
な
し
て
い
た
と
言
う

だ
け
で
は
な
く
、
崩
壊
を
通
じ
て
絶
対
主
義
国
家
に
於
け
る
社
会
、
政
治
、

思
想
、
史
上
に
横
粁
的
役
割
を
果
し
、
全
ゆ
る
分
野
で
指
導
的
な
立
場
を
当

時
保
っ
て
い
る
士
族
を
次
の
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
竹
中
央
集
権
的
国
家
権
力
は
、
よ
り
高
度
な
資
本
主
義
的
関
係
が
発
生

し
、
発
展
す
る
の
を
助
長
す
る
か
、
そ
の
国
家
権
力
を
維
持
し
て
い
る
も

｝
二
九
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「

、

し

ゼ

レ

．

‘

7

， 

の
に
官
僚
制
度
が
あ
け

L

そ
れ
を
補
佐
し
、
警
護
じ
、
発
展
さ
せ
右
志
の

に
営
険
及
び
曾
や
が
あ
り
、
精
神
的
支
柱
を
何
等
か
に
色
彩
る
手
段
と
し

も
、
紛
争
勝
除
が
あ
る
。
そ
れ
を
組
織
す
る
人
員
は
、
何
れ
も
明
治
政
府

の
う
た
っ
た
様
な
広
い
人
材
の
登
用
は
な
さ
れ
な
い
で
、
初
期
そ
の
多
く

は
士
族
の
占
む
る
所
で
あ
っ
た
。

右
の
士
族
は
何
れ
も
絶
対
主
義
国
家
の
骨
組
及
び
そ
れ
に
附
属
す
る
も
の

で
あ
る
が
故
に
、
叉
、
封
建
制
度
の
崩
楠
慣
が
西
欧
と
異
る
大
き
な
要
因
を
含

む
故
に
ベ
日
本
の
特
殊
性
を
追
及
す
る
第
一
の
も
の
と
し
て
考
究
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
重
要
さ
が
認
め
ら
れ
る
。

付
ハ
円
の
様
な
形
で
新
組
織
に
組
込
ま
れ
な
い
大
多
数
の
士
族
は
、
そ
の
因

窮
化
と
不
平
を
秋
月
、
萩
、
西
南
等
の
乱
と
し
、
叉
、
自
由
民
権
運
動
と

し
て
、
野
党
的
色
彩
の
濃
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
間
徐
々
に
原
蓄
過
程

は
進
行
し
、
思
想
は
士
族
特
有
の
残
海
を
持
ち
な
が
ら
、
経
済
的
な
生
活

基
盤
は
プ
ロ
レ
タ
D
ア
I
ト
化
す
る
の
で
あ
る
。

初
年
か
ら
十
年
ま
で
は
「
三
十
年
計
画
」
の
三
分
の
一
斗
創
業
の
時
機
」

で
あ
り
、
秩
織
犯
分
を
含
む
封
建
家
臣
団
の
分
解
か
、
一
応
明
治
九
年
に
金

鵡
公
債
化
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
ピ
ー
グ
と
見
倣
し
得
る
た
め
、
こ
の
時
代

に
一
応
区
切
る
こ
と
と
し
た
。

封
建
制
度
の
崩
壊
は
、
「
封
建
家
臣
団
」
と
「
農
民

l
土
地
」
問
題
の
ご

大
支
柱
の
変
遷
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
社
会
を
構
成
す
る
要
因
、
「
本
源
的

蓄
積
」

i
「
資
本
家
〕
と
、
「
プ
ロ
レ
タ
P
ア

1
ト
」
を
作
出
す
る
も
の
で

み
め
ス
v

。
わ
け
て
も
「
封
建
家
臣
団
」
の
分
解
で
は
、
幕
藩
機
構
の
解
体
だ
け
で
は

な
く
、
実
質
的
な
特
権
と
し
て
の
秩
織
の
否
定
が
抜
本
的
対
策
な
の
で
あ

〕一ニ

O

る
。
何
故
な
ら
ば
土
地
を
媒
介
と
し
た
主
従
関
係
の
契
約
は
「
種
々
の
穣
」
を

中
心
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
秩
線
処
分
は
、
鵡
制
の
修

E
程

度
を
も
っ
て
手
初
と
さ
れ
（
廃
藩
置
県
当
時
〉
、
明
治
政
府
支
出
の
三
、
四
割

を
占
め
る
重
荷
で
は
あ
っ
て
も
、
弱
体
な
政
府
は
士
族
の
反
乱
動
揺
を
恐
れ

て
完
全
に
払
拭
で
き
ず
迂
余
曲
折
を
重
ね
て
解
消
を
す
す
め
る
の
で
あ
る
c

大
正
十
二
年
九
月
の
関
東
大
震
災
で
．
こ
れ
ら
関
係
の
資
料
を
消
失
じ
た

が
、
再
集
L
秩
時
処
分
の
完
結
を
計
っ
て
い
る
。
そ
の
問
、
五
十
年
の
歳
月

を
費
し
て
も
、
未
だ
全
部
の
完
了
を
み
て
レ
な
い
と
言
う
、
長
い
時
間
と
大

き
な
拡
が
り
を
持
ち
、
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

一

、

風

潮

当
時
、
社
会
一
般
の
風
潮
は
ど
ん
な
有
様
で
あ
ろ
う
。
殖
産
興
業
、
富
国

強
兵
と
踏
出
し
た
政
府
は
、
今
後
十
年
を
見
通
し
て
も
、
ど
ん
な
形
で
、
何

処
に
戸
笠
宥
く
か
、
見
込
は
な
く
、
人
民
の
生
活
は
衣
食
住
に
不
充
分
で
「
人

に
し
て
未
だ
人
と
称
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
多
く
」
国
は
名
の
み
で
そ
の
実
は

備
わ
ら
な
い
で
い
る
。

一
方
、
封
建
的
諸
拘
束
の
撤
廃
は
、
職
業
、
身
分
、

土
地
使
用
の
自
由
を
も
た
ら
し
、
濫
り
に
事
業
を
転
々
す
る
人
民
を
嘆
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
企
業
や
経
営
の
無
謀
の
み
か
、
そ
の
企
業
体
を
支
え
る
伝
統

を
も
っ
た
技
術
、
科
学
理
論
、
の
裏
付
が
な
い
の
で
あ
る
。
形
式
が
先
に
立

っ
た
上
か
ら
の
社
会
改
革
が
急
で
あ
っ
た
結
果
、
そ
れ
ら
が
軌
道
に
の
る
た

め
に
要
求
さ
れ
る
無
理
で
あ
る
。
他
方
、
新
し
い
文
化
に
接
し
得
な
い
地
域

も
あ
っ
て
、
し
ば
ら
く
の
聞
は
世
の
激
変
を
他
所
に
、
変
ら
ぬ
生
活
を
続
け

て
い
る
藩
も
あ
る
。

新
し
い
社
会
機
構
の
中
で
生
活
す
る
た
め
に
、
適
応
性
を
身
に
つ
け
よ
う

と
の
努
力
が
為
政
者
、
被
治
者
共
口
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
上
層
を
流
れ
る

Hosei University Repository



時
代
の
変
転
と
、
下
層
に
澱
む
消
極
性
、
停
滞
性
の
差
の
大
き
さ
を
見
逃
、
す

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
れ
が
大
体
当
時
の
風
潮
で
あ
る
。

ニ

、

方

針

の

展

望

。
鋭
意
し
て
王
政
復
古
の
感
意
。
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
い
る
政
治
方
針

は
大
体
次
の
様
に
展
望
さ
れ
る
。

二
十
年
を
十
年
ず
つ
に
分
け
て
計
画
し
た
時
、
最
初
の
十
年
は
秩
礁
の
解

体
で
あ
り
、
解
体
さ
れ
た
労
働
力
と
資
本
が
殖
産
興
業
ハ
←
富
国
強
兵
）
に

転
化
す
る
母
体
を
作
る
時
機
で
あ
る
。

「
興
業
意
見
」
は
こ
の
時
機
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
、
各
種
の
諮
問
機
関

を
経
て
現
状
を
分
析
し
、
方
針
を
た
て
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
そ

の
結
論
は
多
少
の
遅
速
が
あ
っ
て
も
漸
次
実
現
を
み
た
と
言
う
真
撃
な
内
容

お
盛
っ
た
貴
重
な
資
料
集
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
二
十
三
年
の
国
会
開
設
に

あ
た
っ
て
経
済
上
の
問
題
を
決
す
る
朝
野
の
参
考
と
な
し
、
国
是
を
定
め
る

基
礎
と
な
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
木
戸
、
大
久
保
の
死
を
は
じ
め
為
政
者
間
の

構
想
の
違
い
や
、
動
き
だ
し
た
機
構
自
体
の
必
然
的
な
動
き
が
之
を
完
成
さ

せ
ず
、
明
治
十
八
年
、
二
十
二
年
と
再
度
の
挫
折
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
編

纂
過
程
の
挫
折
は
明
治
十
年
頃
の
政
治
方
針
が
二
十
年
前
後
に
は
変
化
し
て

い
た
と
見
得
ょ
う
。
産
業
経
済
の
発
展
、
諸
制
度
の
完
備
の
一
山
を
二
十
年

前
後
に
得
た
が
、
士
族
授
産
と
表
裏
的
な
関
係
に
も
あ
っ
た
殖
産
興
業
の
中

に
、
前
芽
的
に
存
在
し
た
後
進
国
の
市
場
獲
得
の
た
め
の
侵
略
政
策
が
漸
く

重
味
を
増
し
て
、
日
清
戦
争
に
至
る
一
連
の
動
き
が
方
針
の
中
核
を
占
め
よ

う
と
し
て
い
る
た
め
の
二
度
の
挫
折
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
軽
重

工
業
共
、
明
治
初
年
に
政
府
の
保
護
の
下
に
発
足
す
る
が
、
数
年
の
後
、
軽

工
業
の
み
が
多
く
民
聞
に
払
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
重
工
業
は
採
算
の
合
わ
な

い
出
費
を
重
ね
つ
L
保
護
の
下
に
ま
す
／
＼
藍
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

E

農
業
的
開
発
を
含
む
軽
工
業
の
保
護
の
脱
落
〈
そ
れ
は
士
族
授
産
の
保
護

の
積
極
性
か
ら
消
極
性
へ
の
変
化
）
と
入
替
っ
た
様
に
軍
備
費
は
増
加
し
、

。
人
民
の
平
安
幸
福
を
謀
る
h
q

そ
の
コ

1
ス
か
ら
は
程
遠
い
。
富
国
強
兵
。

ゃ
ん
ゲ
侵
略
意
図
。
の
濃
い
方
針
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
コ
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
久
保
、
前
田
の
明
治
前
期
の
主
体
的
方
針
の
ゆ
が
み
は
、
国
富
の
増
加

と
共
に
増
加
し
、
侵
略
者
の
匂
は
明
瞭
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

秩
職
処
分
l
士
族
授
産
の
方
針
も
、
そ
れ
と
共
に
、
当
然
変
遷
し
て
行
く

の
で
あ
る
。

一
－
一
、
要
人
遣
の
苦
慮

明
治
元
年
か
ら
約
十
年
間
の
秩
鵡
処
分
方
法
に
つ
い
て
、
木
戸
、
大
久

保
、
岩
倉
、
大
隈
の
意
見
が
活
漉
に
な
る
度
数
を
崎
調
べ
て
み
る
と
、
線
税
決

定
（
明
6
・
ロ
〉
、
金
離
公
債
発
行
条
令
ハ
明
9
・
8
）
、
に
関
係
し
て
最
も
苦

心
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
そ
こ
で
樵
税
決
定
ま
で
の
文
書
を
調
べ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
々
の
政
策
、
ひ
い
て
は
明
治
政
府
の
士
族
に
対
す
る

’
考
え
方
が
判
る
。

明
治
六
年
以
前
に
も
配
慮
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
秩
臓
の
出
費

削
減
の
方
法
と
し
て
．
削
減
か
、
税
か
、
叉
そ
れ
を
椋
券
と
す
る
か
、
現
金

と
す
る
か
、
等
、
論
議
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
治
三
年
木
戸
は
「
士
族

の
方
向
を
定
む
べ
き
意
見
書
」
の
中
で
、
そ
の
整
理
の
必
要
を
説
く
が
、
情

に
お
い
て
し
の
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
の
木
戸
の
苦
悩
は
こ
と
士
族
問
題
に

関
す
る
か
ぎ
り
、
終
始
一
貫
し
て
そ
の
心
中
を
流
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

抽
象
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
木
戸
の
人
間
性
が
躍
如
と
し
て
い
る
。

岩
倉
は
家
時
税
説
か
ら
椋
券
説
に
発
展
す
る
が
、
そ
の
矛
盾
は
次
の
様
な
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も
の
で
あ
る
。
税
を
課
す
る
様
な
ら
ば
そ
れ
は
私
有
財
産
と
見
倣
し
た
こ
と

で
あ
る
し
、
私
有
物
は
永
久
に
消
滅
し
な
く
と
も
仕
方
が
な
く
、
そ
れ
で
は

政
府
の
負
担
が
そ
の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
雄
券
と
し
て
買
上
げ
る
こ
と
も
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
比
し
て
大
久
保
は
。
断
然
減
鵡
索
。
〈
明
3

・
日
〉
で
あ
る
が

同
十
二
月
。
段
々
議
論
粉
出
、
遂
に
奈
じ
て
幌
税
の
論
h
q

に
帰
着
し
て
い

た
。
が
具
現
は
時
機
尚
早
で
、
廃
藩
置
県
、
要
人
達
の
帰
朝
、
識
券
買
上
費

の
外
債
募
集
、
等
の
後
の
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
明
治
四
年
七
月
以
降
、
中

央
政
府
に
そ
の
主
た
る
力
が
集
中
し
は
じ
め
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
歳
入
少

く
冗
費
多
〈
財
政
は
逼
迫
し
て
い
た
。

留
守
政
府
内
で
も
問
題
が
あ
っ
た
り
し
た
が
、
六
年
十
月
に
は
帰
朝
者
も

揃
コ
て
十
一
月
か
鵡
削
の
実
は
審
議
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
十
二
月
一
目
、
岩

倉
か
ら
大
久
保
宛
の
書
面
は
、
木
戸
を
幾
ら
か
支
持
し
、
叉
自
説
も
固
持
し

矛
盾
し
た
点
を
含
む
か
、
大
久
保
の
鵡
税
案
は
岩
倉
に
奏
簡
を
促
す
程
、
殆

ど
決
定
的
で
あ
る
。

こ
の
大
久
保
実
に
対
し
て
木
戸
の
不
平
は
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
｜
l
。
税
金

は
歳
入
の
不
足
を
補
う
た
め
存
在
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
大
隈
は
歳
入
は
歳

出
を
上
廻
る
と
天
下
に
発
表
し
た
。
こ
の
聞
の
矛
盾
を
解
く
よ
う
に
と
述

ぺ
、
政
策
の
不
統
一
は
人
心
が
動
揺
し
、
国
家
善
良
の
策
に
あ
ら
ず
と
し
、

叉
、
諸
省
中
に
百
万
前
後
の
金
を
濫
費
し
て
い
る
の
に
貧
弱
の
人
民
に
諸
税

を
増
加
し
て
は
人
民
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
政
府
の
存
在
が

危
く
な
る
と
言
う
の
で
る
。
こ
の
三
十
日
の
、
日
記
と
伊
蔵
宛
の
手
紙
に
対

し
、
三
十
一
日
伊
藤
〆か
ら
返
事
、
的
人
、
夕
方
、
木
戸
か
ら
伊
藤
へ
、
更
に
大

久
保
の
意
、
即
ち
廟
議
の
結
論
を
伝
え
る
た
め
に
伊
藤
が
訪
問
し
て
い
る
。

が
木
戸
に
と
勺
て
は
、
「
意
外
と
も
案
外
と
も
終
管
安
堵
い
た
す
不
能
。
（
中

略
）
此
義
付
而
は
再
御
光
来
は
御
用
捨
相
願
度
」
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
十

二
月
六
日
、
『
木
戸
日
記
』
は
、
「
有
司
多
く
名
争
ひ
功
を
貧
る
の
弊
増
長

数
百
年
世
襲
の
士
族
を
速
急
減
却
せ
ん
と
す
。
余
こ
れ
を
憂
ふ
久
し
」
と
し

て
建
吾
一
目
す
る
の
で
あ
る
。
木
戸
論
の
抵
抗
は
強
い
が
、
す
で
に
第
三
回
廟
議

が
あ
り
、
家
様
、
官
穣
税
、
家
離
奉
置
制
度
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
の

強
調
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
木
戸
案
は
問
題
に
さ
れ
ず
廟
議
は
終
っ
た
が
、
一
二

条
は
岩
倉
に
あ
て
て
木
戸
案
を
考
慮
し
た
い
文
を
よ
せ
て
い
る
。
全
く
決
定

的
で
あ
る
が
、
な
お
発
表
に
踏
切
れ
ず
十
四
日
に
第
四
回
廟
議
が
開
か
れ
て

い
る
。
一
方
木
戸
は
十
五
日
夜
も
決
定
を
知
ら
ず
、
岩
倉
宛
に
二
十
一
日
彼

の
結
論
の
不
可
を
記
し
て
い
る
。
木
芦
は
肯
じ
な
い
が
、
大
久
保
の
決
心
は

つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
四
方
人
心
陶
々
」
「
其
着
手
順
序
を
不
誤
候
得

は
、
何
も
憂
る
に
足
ら
ず
候
得
共
、
若
一
歩
を
違
之
侯
得
ば
、
終
に
不
可
救

時
宜
に
立
至
」
と
言
っ
て
い
る
。

木
戸
の
混
情
、
抽
象
的
、
比
較
的
組
雑
な
文
面
に
対
し
、
大
久
保
は
具
体

的
で
論
理
が
あ
り
、
情
勢
を
ふ
ま
え
て
政
策
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
鋭
さ
が

あ
る
。
木
芦
の
後
向
き
の
強
調
と
、
い
さ
さ
か
新
政
府
の
目
指
す
的
に
外
れ

た
所
か
ら
の
反
論
が
、
大
久
保
に
と
っ
て
了
解
し
か
ね
る
の
は
当
然
で
あ

る
。
例
え
ば
穣
税
と
、
歳
出
、
入
、
の
論
に
し
て
も
、
共
通
点
は
歳
入
と
税

で
あ
る
が
、
時
は
歴
史
的
に
減
滅
さ
れ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
り
、
議
入
、
歳
出

は
、
財
政
運
営
の
循
環
の
中
で
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
本
質

的
に
抵
触
の
な
い
二
つ
の
も
の
で
あ
る
。
木
戸
の
苦
心
を
よ
そ
に
彼
を
除
外

し
て
、
二
十
日
岩
倉
は
大
隈
に
手
紙
を
送
っ
て
発
表
を
促
し
、
大
久
保
に
も

廿
四
目
、
鵡
税
の
こ
と
内
閣
打
合
、
廿
五
日
に
は
御
発
表
の
事
と
厭
き
め
ら
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れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
四
百
二
十
三
、戸

一十
五
号
は
六
年
十
二
月
二
十
七
日

に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

、

二
十
三
号
と
は
、
家
続
税
法
設
立
の
布
告
で
あ
り
、
大
体
課
税
等
叡
を
一

叡
か
ら
三
百
三
十
五
級
に
分
け
、
一
級
は
玄
米
六
万
五
千
石
よ
り
六
万
四
千

石
の
受
椋
者
で
、
そ
れ
に
二
千
二
百
七
十
五
石
を
賦
課
し
、
最
下
級
は
五
石

五
斗
よ
り
五
石
ま
で
に
一
升
を
賦
課
す
る
も
の
で
あ
る
。
四
百
二
十
五
号
は

同
日
同
時
に
布
告
さ
れ
た
家
椋
奉
還
規
則
で
あ
る
。

園

、

士

族

の

状

態

第
三
節
は
廟
堂
内
で
の
処
分
過
程
に
章
一
点
を
お
レ
て
記
し
た
け
れ
ど
も
、

そ
れ
ら
の
も
の
を
受
け
た
士
族
達
は
ど
の
様
で
あ
っ
た
ろ
う
か
つ

政
府
の
施
無
政
府
は
時
税
決
定
、
金
時
公
債
発
行
の
後
、
明
治
九
年
、

明
治
十
一
、
十
二
年
に
銀
行
条
令
を
改
正
し
、
士
族
に
も
株
主
た
る
機
会
を

与
え
て
い
る
。
資
本
金
四

O
、
二
三
六
、
一

O
O円
ハ
明
9

1
明
ロ
年
度
）

で
、
新
装
を
整
え
た
一
握
の
華
士
族
の
姿
が
上
層
部
に
再
び
現
れ
る
。

他
方
、
生
産
資
金
を
貸
付
て
い
る
〈
明
ロ
1
明
お
年
〉
。
計
去
、
二
五
五
、

五
九
一
二
、
四

O
O円
で
、
開
墾
、
そ
の
他
、
殖
産
興
業
を
も
ね
ら
う
士
族
授

産
金
で
あ
る
。
大
方
四

0
2九
0
年
間
の
一
割
利
引
返
納
で
あ
る
が
、
総
返

済
額
は
不
明
で
あ
る
。

生
活
状
況
広
島
県
士
族
を
例
に
と
る
と
そ
の
結
果
、
二
戸
一
人
当
り
平

均
生
活
費
（
上
・
中
・
下
〉
は
年
間
十
六
円
で
あ
り
、
米
価
が
年
間
一
人
六

円
と
す
る
と
残
り
十
円
が
副
食
そ
の
他
の
費
用
で
楽
な
も
の
で
は
な
い
。
叉

全
国
平
均
一
人
一
ヶ
年
の
下
等
生
活
者
が
約
二
十
円
で
あ
る
が
、
士
族
（
下

等
〉
九
円
と
比
較
す
れ
ば
前
者
よ
り
低
い
。
こ
の
部
に
属
す
る
士
族
達
は
全

士
族
の
七

O
、
八
%
、
そ
れ
よ
り
低
い
無
等
が
一

O
、
五
%
あ
り
、
計
八
一
、

/. 

三
が
主
食
に
も
事
欠
く
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
広
島
県
士

族
の
計
数
で
、
他
県
は
旧
藩
毎
に
事
情
を
異
に
す
る
が
、
そ
の
差
位
は
、
時

間
の
問
題
で
あ
り
、
大
同
小
異
の
こ
と
で
あ
る
。

賃
労
働
者
倒
産
す
る
幾
多
の
例
中
、
稀
に
六
工
社
の
様
に
士
族
達
が
創

業
し
、
発
展
し
つ
ず
け
る
も
の
も
あ
る
。
そ
こ
に
働
く
工
女
達
は
国
家
御
奉

公
的
意
識
を
も
っ
た
士
族
、
豪
農
の
妻
女
で
、
気
位
の
高
い
意
識
に
つ
け
こ

む
様
に
低
賃
金
で
あ
る
。
工
女
が
、
こ
の
低
賃
金
で
働
い
た
し
働
か
せ
得
た

と
言
う
こ
と
は
、
現
在
で
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
し
て
自
覚
の
遅
い
こ
の

部
門
の
女
子
労
働
者
の
生
れ
る
一
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。
叉
、
広
島
県
士
族

授
業
仮
規
則
の
中
で
も
不
完
全
な
賃
労
働
形
態
は
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

百
六
十
万
人
中
八
十
万
（
明
日
調
、
工
業
従
事
〉
が
プ
ロ
化
し
て
い
る
が

他
の
部
門
を
合
算
し
、
そ
の
七
、
八
割
と
言
っ
て
も
過
大
で
は
な
い
。

職
種
の
変
動
上
級
士
族
は
資
本
家
ハ
銀
行
の
株
主
な
ど
）
と
し
て
た
つ

十
分
の
保
護
が
あ
っ
た
。
併
し
大
多
数
は
些
一
々
た
る
利
子
と
新
に
物
色
し
た

職
業
と
そ
れ
を
支
え
る
授
産
金
の
み
で
あ
る
。
「
秀
れ
た
気
力
と
教
養
の
持

主
」
た
る
彼
等
は
、
新
し
い
産
業
を
育
て
る
先
駆
者
で
は
あ
る
が
、
経
済
変

動
の
激
し
さ
と
馴
れ
ぬ
商
法
の
た
め
、
家
々
暁
天
の
星
程
し
か
成
功
を
み
な

い
。
数
ヶ
年
の
聞
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
化
す
る
の
で
あ
る
。

む

す

び

日
本
を
近
代
化
す
る
文
明
は
、
二

つ
の
琉
の
中
で
発
展
す
る

G

そ
れ
は
、

付
再
び
支
配
者
層
に
転
化
し
た
士
族

伸

被

支

配
者
層
に
転
落
す
る
士
族

で
そ
れ
ハ
＼
各
分
野
で
の
開
拓
者
で
あ
っ
た
。

叉
、
い
．
伺
の
相
互
間
で
、
政
府
要
人
達
は
同
階
級
出
身
の
士
族
達
を
平

・・毛.
一一一一民一一
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民
が
持
つ
様
な
意
識
で
蔑
視
で
き
ず
、
微
温
的
に
解
決
す
る
の
で
あ
る
。

付
か
ら
的
：
・
・
：
古
い
権
威
や
型
を
本
質
的
な
意
味
で
払
拭
で
き
な
い
人
々

に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
国
家

州
円
か
ら
何
・
；
：
・
温
存
保
護
さ
れ
た
結
果
が
前
提
と
な
っ
た
人
々
に
よ
る
近

代
化
で
あ
る
。

村
：
：
：
付
何
者
に
よ
ら
ね
ば
で
き
上
ら
ぬ
維
新
の
改
革
で
あ
っ

た
っ

一
三
四

こ
れ
ら
の
中
に
封
建
性
の
非
払
拭
、
生
産
機
構
の
半
端
ず
つ
を
残
し
な
が

ら
の
発
展
、
等
と
い
う
日
本
の
特
殊
性
が
み
ら
れ
る
。
が
併
し
急
進
的
な
問

題
に
ば
か
り
で
は
な
く
、
残
さ
れ
た
前
述
の
半
封
建
色
の
濃
い
士
族
層
の
中

に
、
だ
が
存
在
す
る
開
明
性
が
何
故
消
去
っ
て
行
く
の
か
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ

る
必
然
性
か
ど
う
か
、
表
現
の
仕
方
、
取
上
げ
方
に
他
の
方
法
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
た
。
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